
●旅行企画・実施箱根 DMO一般財団法人箱根町観光協会 ●後援伊豆箱根バス
※花は天候により見頃時期が前後する場合があります。
※画像はイメージです。 ※バス会社は伊豆箱根バスになります。

定員 48名・最少催行人数 35人
お一人様大人子ども同額・税込

1交流センター初芦ノ湖をバスで周遊します。
2芦ノ湖スカイラインで途中休憩下車観光ができます。
3箱根園にて大島桜見学と昼食をご賞味頂けます。
4成川美術館は色紙のお土産付きです。
5恩賜箱根公園にて季節の花(アセビ・マメサクラ等)を
お楽しみ頂けます。スタッフによる解説付きです。

6鈴廣にてお買い物をお楽しみいただけます。

オススメポイント

ミナカ小田原
芦ノ湖スカイライン
箱根園大島桜
成川美術館
恩賜箱根公園
鈴廣かまぼこ
ミナカ小田原

900
【下車観光】
【昼食・見学】
【見学】
【見学】
【買物】
1620

行 程

芦ノ湖

③ 成川美術館
地元(大磯町)の女流画家『堀文
子の花ー野の花に惹かれてー』の企
画展を開催中。現代日本画に焦
点を絞り約 4000点の作品が所蔵
されています。美術館からの景色も
お楽しみいただけます。

② 箱根園
箱根園のシンボル的存在。樹齢 100
年の大島桜は一見の価値ありです
芦ノ湖を正面に望みながら季節を感じ
る芦ノ湖御膳を頬張って。食後のお時
間は園内施設やお買物も楽しめま
す参加者だけの特別優待券付

④ 恩賜箱根公園
明治時代に皇族の避暑地と外国か
らの賓客のために造られた箱根離宮
の跡地。展望台からの開放的な芦ノ
湖・箱根外輪山の眺めは圧巻です。
マメザクラや馬酔木アセビなど春
の花木をお楽しみください

① 芦ノ湖スカイライン
全長.キロのワインディングロ
ード。遮るものが何もない大パノラマ
の絶景を堪能できます
時速 40で走行すると路面から
音楽が流れる不思議なメロディーベ
ープは必聴です(^▽^)♪

富士山の絶景



参加希望日 代表者 お名前年齢 ご住所・TEL

●参加希望日 ふりがな 〒

性別 男 ・ 女 年齢 才
電 話 携 帯

メール

●同行者①

ふりがな 〒

性別 男 ・ 女 年齢 才
電 話 携 帯

メール

●同行者②

ふりがな 〒

性別 男 ・ 女 年齢 才
電 話 携 帯

メール

●同行者③

ふりがな 〒

性別 男 ・ 女 年齢 才
電 話 携 帯

メール

お取消申出日

出発日の前日から起算して

旅行開始の 10日前

から 8日前

旅行開始の 7日前

から 2日前
旅行開始の 1日前 旅行開始の当日

無連絡不参加及び

旅行開始後

取消料 旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の

恐れ入りますが、4名様以上でのお申込みの場合は、お申込み用紙をコピーしてご利用下さい。※前泊・後泊希望の方はご相談ください。

芦ノ湖一筆書き周遊ツアー箱根の山からの絶景と花を巡る春めき旅お申込み用紙 FAX0460-85-5721

キリトリ✂

①お電話にてお申込みいただくか、下記お申込み用紙に所定事項をご記入の上、にてお送り下さい。

②詳しい旅行条件を記載した書面をお送りします。

③ご旅行代金は出発日の日前から日前までの間にお振込み願います。

④お申込み人数が最小催行人数に満たない場合、ツアーの催行を中止させていただくことがあります。催行中止の場合は、ご出発の 10日前までに決定しご連絡します。

お申込み方法

HP:http:kyokai.hakone.or.jp/info/
E-mail:koryu_c@hakone.or.jp
神奈川県知事登録旅行業第 2-934

総合旅行業取扱管理者/三浦美奈子

担当三浦・野沢

箱根 DMO一般財団法人箱根町観光協会箱根町観光交流センター

TEL0460-85-5794 FAX0460-85-5721
〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 706-35箱根町総合観光案内所内〇営業時間 9001715

企画旅行・実施・お申込み

●お客様の都合で旅行を取消される場合は、以下の取消料を申受けます。

●靴は履き慣れた靴が最適です。
●参加中は交通ルールを遵守し、住宅街等では
静かにお歩き下さい。

●ケガ、事故等につきましては、責任を負いか
ねる場合もございます。

●ペット同伴でのご参加はご遠慮ください。
●水筒・雨具は必ずご用意下さい。
●具合が悪くなった場合は、直ちに係員にお申
し付け下さい。

●環境保護の為、ゴミは必ずお持ち帰り下さ
い。

●花・植物類の持帰りは厳禁です。
●天候等により、コースが変更になる場合があ
ります。荒天が予測され中止・延期する場合
は前日午後にご連絡致します。

●集合時間に遅れた場合、予定時間通りに出発
する場合がありますので予めご了承下さい。

●途中でのリタイヤは前途放棄となります。

●箱根園大島桜・恩賜箱根公園の桜並び

に季節の草花は天候により見頃時期

が前後する場合がありますので、ご了

承下さい。

●箱根園では参加者だけの特別優待券

をご用意します。滞在時間内で、だっ

こしてZOO・水族館・駒ヶ岳ロー

プウェー・お買物をお楽しみ頂けま

す。

●成川美術館は色紙のお土産付となり

ます。

●新型コロナウィルス感染症の拡大防

止を図るため、中止または延期する場

合がございます。

ご参加時の注意

本旅行条件書の意義
この書面には旅行業法第 12条に定めるところの取引条件の説明書及び同法第条のに定めるところの契約書面の一部となります。
この旅行は(一財)箱根町観光協会(以下「当協会」と言います)が、企画・募集し実施する募集型企画旅行です。以下に記載する内容は抜粋であり、お客様と当協会
の旅行契約は各コースとの記載条件と、別途お渡しする取引条件説明書面、及び当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
. 旅行のお申込み及び契約の成立・・・申込書の郵送・お電話・など通信手段での予約の場合、当協会が予約を受諾した日(郵送・お電話・の受

取日)となります。
. ご旅行代金について・・・()各コース記載の旅行代金は、特に記載のある場合を除き大人人様の代金です。()子供料金も同額です。
. 旅行内容・旅行代金の変更・・・()当協会は天災地変・運送・宿泊機関のサービスの中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供など、当協会が

関与し得ない事由が発生した場合に、理由を説明して旅行契約の内容を変更する事があります。()運送・宿泊機関の利用人数によって旅行代金が異なるコ
ースにおいて、お客様の都合で利用人数が変更になった場合は旅行代金の額を変更する事があります。

. お客様による契約解除・・・()お客様はいつでも所定の取消料を払って旅行契約を解除できます。()次に掲げる場合は取消料は頂きません。①旅行契約
の内容に項に例示するような重要な変が行われたとき、②代金が増額されたとき③当協会が確定日程表を所定の日(出発の前日、日以内の申込の場合は
旅行当日)までに交付しなかったとき、④当協会の責めに帰すべき事由により、当初の旅更旅行日程通りの実施が不可能になったとき。

. 当協会による旅行契約の解除・・・当協会は次に例示するような場合は、旅行開始又は旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。①旅行代金を当日
いただけないとき。②予め例示した申込み条件が不適合が判明したとき。③お客様の病気、必要な介護者の不在その他の理由により旅行に耐えられないと
認めるとき。④お客様が契約内容について合理的な範囲を超えて当協会に負担を求めるときおよび他のお客様に迷惑を及ぼし団体旅行の円滑な実施を妨げ
る恐れがあると認められたとき。⑤最少催行人数に達しなかったとき。⑥契約締結に際に明示した旅行条件が成就しない恐れが極めて大きいとき。

. 旅行代金に含まれないもの・・・旅行日程に明示されていない飲料料金及びそれに伴う税、サービス料、チップやクリーニング代などの個人的料金、超過手
荷物料金、傷害、疾病に関する医療費、空港諸税・施設利用料・運送機関が課す付加運賃料などは旅行代金に含まれていません。

. 当協会の責任について・・・当協会は当協会の故意過失によりお客様に損害を与えたときには損害を賠償します。お荷物に関する賠償限度額は 1人万円
(但しお客様に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません)また、お客様が天変事変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の旅行サービスの提供停
止、官公署の命令その他当協会の関与し得ない事由により損害を被ったときには上記の責任は負いません。

. 旅行中の損害の補償について・・・当協会はお客様が当協会募集型企画旅行のご参加中に、急激かつ外来の事故で生命、身体、手荷物に被られた一定の損害
について、所定の補償金および通院見舞金、入院見舞金をお支払します。

. 旅程保証について・・・()当協会は契約内容に掲げる重要な変更が行われたときは、当協会旅行業約款に基づき、その変更の内容に応じて旅行代金の
からに相当する額の変更補償金を支払います。但し、変更補償金の額は、募集型企画旅行について旅行代金のを限度とし、お客様 1 人につい
て変更補償金の額が,円未満の場合は支払いません。①旅行開始日または旅行終了日たる空港の異なる便への変更。⑥本邦内と本邦外との間におけ
る直行便の乗継便または経由地までの変更。⑦宿泊機関の種類又は名称の変更。⑧宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更。()明
記に拘らず、変更の理由が()に掲げた不可抗力の場合は当協会は変更補償金を支払いません。

10. 最少催行人数・・・特に明記するものを除き、最少催行人数は名です。
11. 添乗員同行の有無・・・添乗員は同行しません。
12. 個人情報の取り扱いについて・・・()当協会はお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様からお申込みいただいた旅行において旅行サービ

スの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。その他当協会は①当協会及び当協会各営業所の商品やサービス、
キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成などにお客様の個人
情報を利用させていただくことがあります。()当協会及び当協会の各営業所は、それぞれの営業所の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容等
のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。尚、当協会の個人情報保護法への対応について
は、当協会から情報漏えい生じないよう最善を尽くすとともに、法令を遵守し、神奈川県弁護士会と協議するなど措置を講じます。

13. その他・・・()ツアーの催行中止に拘らず、金融機関が収受する振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい。()この旅行条件(抜粋)は各パンフ
レット発行日を基準とします。

14. 旅行業取扱管理者について・・・旅行業務管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説
明に不明な点があれば、当協会の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

国内募集型企画旅行条件抜粋※必ずこの旅行条件書抜粋をお読みください。

月 日


